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海南市立巽中学校 部活動方針 

             （令和５年３月作成） 

 （令和７年４月改訂） 

 
１ 部活動の方針と共通理解 
（１）部活動の方針 

○ 部活動は、生徒の自主的、自発的な参加により行われ、学校教育の一環として、教育 
課程との関連を図り、安全で効率的・効果的な活動を目指して行う。 

○ 部活動は、技能等の向上とともに楽しさの実感を大切にし、互いに協力し合って友情

を深めるなどの、好ましい人間関係の育成を目指して行う。 

（２）学校全体での共通理解と生徒・保護者等への周知 

  ○ 部活動顧問は個々の部活動の目標や活動計画や活動実績を作成し、校長に提出する。

また、活動方針及び各部活動の活動計画や活動実績等を学校の HP 等への掲載等により

公表し、生徒・保護者等に対して周知に努める。 

○ 部活動の方針については、教職員全体での共通理解や、部活動顧問同士で意見・情報
の交換を行い、指導方法の工夫・改善に努める。 

 

２ 適切な運営体制の整備 
（１）複数の指導者による指導体制の整備 

○ 安全で効率的・効果的な部活動を行うため、複数の指導者により、多面的な指導がで
きるような体制を整えられるように努める。 

（２）部活動に関する保護者会等の設置 

○ 部活動の方針等についての説明と共通理解を図るため、各部活動は必要に応じて保護
者会等を設けることとする。また、部活動の運営について協議するため、学校保健安全
委員会等と連携して協議の場を設ける。 

（３）活動機会の確保 

○ 生徒数や教職員数等の推移から、複数の指導者の配置が実現できないなど、十分な指

導体制の整備が難しい期間が長期にわたって続く場合は、外部指導者の確保や地域の状

況を踏まえて、適正な数の部の設置や合同部活動による運営を図るよう努める。 

 

３ 適切な休養日等の設定と指導体制の整備 
（１）休養日の設定 

○ 学期中は、週当たり２日以上の休養日を設ける。 

休養日は、原則、土曜日または日曜日のいずれかと水曜日とし、朝練も行わない。 

＊ 大会、コンクール等で休養日を土曜日または日曜日に設定できない場合は、月曜日を休養日とするなどの振り

替えを行う。 

＊ 海南市立中学校では、平成３０年４月から原則として土曜日または日曜日のいずれかに加え、水曜日を部活動

の休養日に設定している。 
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（２）活動時間の設定 

○ １日の活動時間は、２時間程度とし、日没時刻等を踏まえて下校時刻を設定する。 
○ 学校の休業日（学期中の週末を含む）は、３時間程度とする。 
○ 週当たりの活動時間は、１６時間未満とする。 

＊活動時間にミーティング等は含まない。 

（３）参加する大会、コンクール等 

○ 各部が参加する大会、コンクール等については、その教育上の意義や、生徒や顧問の

負担が過度とならないことを考慮して、参加する大会等を精査する。 

（４）指導力の向上 

○ 各顧問は、「効果的な指導法」や「スポーツ医・科学を取り入れた指導法」の研修会等
に参加するなどして、指導力の向上に努める。 

（５）体罰・不祥事等の防止 

○ 体罰の根絶はもとより、セクシュアル・ハラスメントや不適切な言動（生徒の人間性

や人格の尊厳を損ねたり否定したりするような発言や行為等）等の防止の徹底を図る。 

○ 部活動の運営等に係る経費については、学校徴収金であるという認識のもと、年間計

画に基づき適切に処理を行う。また、徴収は、事前に保護者の理解等を得た上で行い、

適正な会計処理と保護者会等での報告を行う。 

（６）安全管理と事故防止 

○ 安全で効率的・効果的な部活動ができるよう、顧問の不在時を含めた管理体制を整備

し、教職員で共通理解を図る。 

○ 施設・設備、器具・用具については、点検項目を作成し、定期的に点検補修を行う。

可動式運動器具（サッカーゴール、バッティングゲージなど）の移動及び設置の際には、

転倒等の事故のないよう注意する。 

○ 気温、湿度、ふく射熱等の状況に応じ、十分な水分の補給や休息時間を確保し、体調

の変化に留意しながら適切な指導に努める。また、急激な天候の変化（雷、大雨など）

にも適切かつ迅速な対応を行うものとする。 


